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はじめに

　民衆初等学校における「学校保護権」　（Schu1patronat）とは，民衆教育が国家によって

組織だてられはじめた頃，問題となった概念で，学校の設立・維持に関する「中間的な」権

能および責務である。国家による民衆教育の組織化においては，先ずこれを前提し，次に，

その実態を国家法で追認し，しだいにそれを克服せねばならなかった。それは，国家による

民衆教育の組織化過程の検討にとって重要な局面，すなわち，国家による地方的中間的な権

力の克服過程たかかわる局面である。これに関しては，従来，方法的な困難さから敢えて取

り上げ，論じられたことはなく，国家法の中に含まれる関連項目が若干’言及されるだけであ

った。本稿も先ず国家法に注目することから始めよう。

I　学校パトロナート

　ここで，先ず，1763年の「一般地方学事通則」および，1845年の「プロイセン州初等学校

令」　（Schu1ordnmg　f廿r　die　E1ementarschulen　der　Provinz　Preussen，vom11．Dezember

1845）の中の「パトロナート」関係都分を抽出してみよう。それが「パトロナート」の実

体そのものでないことは後にのべる。プロイセン州に限定した場合，ポーランドの宗主権か

ら脱し，プロイセン王国に編入されて以後，多少なりとも包括的な学校令はそう多い訳では

ない。17王3年の「プロイセン王国福音改革派監督，長老，教区，ギムナジウムおよび学校令」

は，改革派の学校に関する規定を含むが，その主眼は中等学校にあった。1736年の「プリン

キピア・レグラティヴァ」は，東プロイセンの王領地に対してのみ発せられたもので，国王

としてではなく，グーツヘルの立場からのものである。プロイセン州を含む王国全土に，農

村の学校という限定はあったが，包括的にルター派民衆初等学校に関して規定したのは「一
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　同「通則」は，先ず第8条で「両親が，その児童のために必要なる規定せられたる授業料

を支払い得ざるほど，著しく貧困なる場合，あるいは両親なき孤児が授業料を調達し得ざる

境遇に在る場合，これらのものはそれ故に，ベアムテあるいは学校パトロン，説教師および

教会信徒代表の許へ，授業料の支払いに関して教会資金からの支出方を願い出なければなら

ぬ。……（以下略）……」川としている。この「通則」は，授業料に関する若干の規定は含

むが，学校の設立・維持，学校教師の給弓などについては全く規定していない。それについ
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では，いわば，個別教会にかかわるゲマインデや説教師，信徒代表，パトロンなどの当事者

による自主的配慮を前提し，彼らによる個別的な当事者秩序に委ねる形をとっている。従っ

て「通則」はこの規定により，暗黙のうちにハトロンにそれらの配慮を期待しているようだ

が，それ以上は何も規定していない。

　次に，教師の任用に関連して，「通貝蓼」は以下のように規定している。先ず，第三2条は「…

　（前略）……学校教自而およびキュスターの任命権者はすべて皆，今後農村における教職者

に真に有為なる人物を任命すべく，きわめて熱心に努力すべし。……（以下略）……」とし，

第13条は「朕が現在，キュスターならびに学校教師の選抜と任用　（beste11en）に関する

貴族およびその他の学校ハトロンの特権を従前通り留保するよう命令せるにもせよ，すべて

の朕が宗務局は，地方監督，監督，監督教区長あるいは首席牧師をして，未熟無能ならざる，

また素行も放堵ならざるキュスターおよび学校教師を任用せしむるよう，而して既にかかる

適任者が任用せられしところでは，その者をして長く在任せしむるよう努力せねばならぬ。

とくに，キュスターおよび学校教師が酒癖あるいは盗癖を有する場合，ゲマインデにて絶え

ず喧嘩を為す場合，上司に対して反抗的ないし不従順な振舞があった場合，淫蕩または姦淫

の確認せらるる場合，その取調べを行うべし。何人といえども教職に任用せらるる以前にか

かる所業を働きし事実ありたる時は，ただそのこと自体に困りて教職に就くに不適格たるべ

し。曲りてかかる場合，学校パトロンは，他の品行方正なる教職候補者を任用試験におくら

ねばならない。されど任用以後に於でかかる所業の発覚せるときは，単に毎年のキュスター

および学校教師に関する行状報告　（Conduiten－Listen）の中にその旨が具申せられるべ

きのみならず，之に対する措置が指示せられ，且つ今後かかる不祥事の惹起するを防止し得

んがため，直ちに朕が宗務局に対し報告が為さるべし。何となれば，事情の如何に依りては，

この忌わしき所業を働きし放埼なる学校教師を直ちに強制停職処分に付し，次いで裁判所当

局の所定の審理に基づきて罷免せねばならぬが敵なり。……（以下略）……」としている。

さらに，第14条は「農村においては何人といえども，監督に依りて試験され，試験の結果有

能なることが認められ且つ教職適格証明書の交付せらるる以前に，キュスターまたは学校教

師に任用せられ，あるいは就任してはならぬ。それ故，説教師は，上記の試験証明書，しか

もそれに合格した旨の証明書をあらかじめ提出せざる者をキュスターまたは学校教師とし

て，教会または学校に就職することを許可する　（admittiren）権限をもたない。・・・…（以

下略）……」としている。ここで明らかなように，「通則」はパトロンが教師の任命権をも

っていることを先ず是認し，それを前提にして，教師がもつべき資質を定め，また，それが

一定の試験を受けねばならないとし，また監督の機構を定めている。これらは，一方で貴族

に従来通りの特権を認めながら，他方で，できるだけ国家の観点から教師のあり方を」元化

しようとする姿勢のあらわれである。これは，「グーツヘルやベアムテが，その所領内の村

落学校教師に自分の気に入った人間を，あらかじめその能力を吟味することなく，気ままに

任用している。……したがって，今日，もはや何もする仕事のなくなった人間がこれらの学

校を開いているのであり，もっとも未熟無能な徒輩が村落学校の教師となっている」という

Heckerのいらだちと密接にかかわっている。｛到

　さらに，「通貝聰」はその20条で，「朕みずからがパトロナートを保有する直轄地た季と，ま

た，貴族，都市参事会およびその他の者がバトロナートを保有する非直轄地たるとを間わず，

すべての農村学校ならびにカテキズム教授　（Catechisationen）においては，自今，朕が
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宗務局に依りて指定あるいは認可された教科書以外のものの使用を一切禁止する。……（以

後略）……」とし，パトロンが組織する学校での使用教科書を指定してい乱

　さらに，第26条は学校監督・視察に関する規定であるが，そこでは「地方監督」，「監督」，

「監督教区長」，「首席牧師」に「無能なる学校教師が高等宗務局へ告発せられ，延いては農

村から無学が一掃せられ且つ青少年の堕落が防止せられんがため，かかる学校査察を，単に

朕が直轄地管区内の農村学校に対してのみならず，また，バトロナートが貴族または都市参

事会に帰属せる農村学校に対しても確実に実施すべし」としている。1750年設置の「福音ル

ター派高等宗務局」は王国全土のルター派教会・教育制度を管轄する最高の国家官庁であり，

その下には各州に地方宗務局がおかれ，そこにはカトリックのBischopに相当する「地方

監督」　（Superintendent）または「監督」　（Inspector）が置かれ（東プロイセンでは「首

席牧師」《Erzpriester》，ポンメルンでは「監督教区長」《Praepositus》），かれらの下に

説教師が位置し，彼がキュスターと学校教師を監視するという体制ができていたのであるが，

この条文で，こうした国家の監督機構がパトロン支配下の農村学校をも包括していることが

宣言された訳なのである。

　そして，「通則」第2条は，「賦役義務制，あるいはプロイセン地方における所謂シャール

ヴエルク制に基づき，隷民の児童を一定の年限のあいだ，とくに使役する権限を有する領主

に対し，ここに厳粛に催告する。汝等はその義務に貝邊りて，かかる児童が読むことを十分に

為し得，キリスト教に関して良き基礎を授けられ，また書くことの初歩を修得し，而してそ

れに関する証明が説教師ならびに学校教師に依りて査察官に提出せらるる以前に，彼らを退

学せしめざるよう配慮すべし。……（以下略）……」としている。周知のように，このころ，

エルベ以東はグーツヘルシャフトの発展に伴って，領主の労働力需要が高まり，グーツヘル

支配下の農村住民は当人の意向の如何にかかわらず，その子女をもグーツヘルに提供するこ

とを強制され，その奉公年季がしだいに長期化するという状況下にあった。㈹国家が，すべ

ての農村で教育を組織だてようとする時，グーツヘルによる，この農民子女の強制使役こそ

大きな阻害要因であり，本条はこうした事情を背景としたものであった。

　この「通則」は，農村学校の組織化のために，就学義務，グーツヘルの就学保障義務，就

学義務解除の要件，夏期の登校の特例，説教師の教育活動，授業料，不就学の処罰，教師の

要件・監督・試験，授業内容，教科書，訓育のあり方，学校視察等々にわたって詳細に規定

するのであるが，実は，肝心の，そのための財政的配慮に関する規定を欠き，従って，個々

の学校が国王の意向通りに直ちに一元的に設立・維持された訳ではなかった。それらの規定

を欠いているということは，それらが国王の法の培外の，私的な，あるいは自生的な当事者

秩序によって律せられていることを前提していることのあらわれである。とりわけ，エルベ

以東ではグーツヘルシャフトが形成されていたが，それは内的には自己完結性をもち，外的

には独立性を強くもっていた。従って，そこで民衆学校がつくられ，機能していくか否かは

ひとえにグーツヘルの意向にかかっていた。18世紀よりプロイセン国王は民衆教育に対して

積極的な姿勢をとるが，グーツヘルたちがすべてそれに呼応した訳ではなく，グ」ツヘルに

学校の設立を求める措置が数多く国王から発せられたという事実は，＝刈逆にグーツヘルたち

の不熱心さを物語るものであろう。ともあれ，この「通則」から推測できることは，パトロ

ンには学校の設立・維持・運営に関する事実上の権能・責務が帰属しているらしいこと，そ

して，学校教師の任用に事実上優越的にかかわっているということ，国王がそれらバトロナー
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トを法で一部客観化して，その特権に一部容曝しっっあるということである。

　次に，1845年プロイセン州初等学校令に移ろう。この間，王787年には「高等学務委員会」

が設置された。これは，全宗派，全学校種別を通じ，全国の全教育施設を一括して統一的に

管理しようとする行政官庁で，近代的な統一的教育行政機構の礎石ともいうべきものであっ

たが，その職掌を定めた訓令は「朕が全領土の全学校はこの委員会の総監督　（Oberauf－

sicht）に服する。……（中略）……ただし，疑いもなくランデスヘルに帰属すべき，学校

へのこの朕によって規定された全面的で一律の総監督については，肢の意図は単によき道徳

的市民的教育を志向するだけであって，それによって，以前教師の任命権をもっていた貴族

その他の学校パトロン，都市参事会，長老会の私権をおかそうとするものではない。むしろ，

それらは従来のままであるべきだ」＝5〕とし，パトロナートの存続を容認している。そして，

その後も種々の改革の試みが行われているが，パトローナの温存という点は変っていない。

この延長線にプロイセン州初等学校令が位置づいているのである。「学校令」は先ず第1I都

「学校教師の任命，職務，給与，解雇について」の第6条で「学校教師を任命する権利は，

その学校が属する管区　（Bezirk）のグーツヘルに属する。グーツヘルがそこに複数いる

場合には，彼らの共同権とする。都市においては，伝来の慣行および他の権原による例外を

のぞき，都市参事会に属する。グーツヘルのいない土地では学校理事会　（Schulvorstand）

が学校教師を任命する。学校所在管区にグーツヘルが多数いる場合には，学校所在地のグー

ツヘルが教師任命のための共同会議を主宰する。……（以下略）……」制とし，農村ではグー

ツヘル，都市では市参事会に任命権があることを確認している。さらに第7条は「学校教師

には，りっぱなふるまいをし，試験委員会によって任命される能力をもつと証明されている

者のみが任命される」とし，当局による試験を任命の前提条件としている。また第8条は「教

師の任命は，すべて認可を求めるために県庁　（Regierung）に提出されねばならない」と

している。教師の任命については，さきの「通則」と同様，パトロンの任命権を認めつつ，

その教師たるための資質を予め定め，さらに当局による試験，認可という手続を規定するこ

とによって，ハトロンの恣意をおさえ，彼らの裁量に方向づけを与えようとしている。また，

第㎜部は「初等学校の監督」であるが，その第28条は「（農村）初等学校についての第一次

的監督は，学校パトロンおよび学校理事会とともに当該牧師がこれを行なう」とし，第29条

はその「学校パトロンは学校理事会を主宰し，完全な投票権をもって，また可否同数の場合

には決定権をもってその集りに参加し，それを司会する権利をもつ」とし，第30条は「複数

の学校ハトロンがいる場合には，28条，29条によって彼らに帰属する権利は彼らの中の一人

によって行使される。その決定は彼らの自由な合意に委ねられる。……（中略）一・・公的な

学校試験および学校の祝祭行事には，いつでも学校管区　（Schu1bezirk）のグーツヘル全

員は学校理事会によって招待されねばならない」としている。第31条以下は「学校理事会」

に関する規定である。第3三条によると「学校理事会」はギ教区の牧師，彼は学校ハトロン不

在の時，その司会をする」と「学校所在地のゲマインデの長　（Ortvorsteher）」，「2人な

いし4人の，学校所在地のゲマインデ内の家父長」から成り，第32条によるとそれは「学校

制度における外的な秩序　（室ussere　Ordmng）の管理およびそれに関する命令の厳密な実

施のために配慮せねばならない。また，学校の繁栄　（Gedeihen）を妨げるすべてのもの

に注意し，更なる奨励のために役所と協力せねばならない。また，ゲマインデの，学校制度

への参加の促進において，学校外での生徒の道徳的ふるまいを監視することにおいて，そし
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て，規則的な学校視察を促進することにおいて牧師を助けなければならない。その課題は次

の通りである。1）すべての学校試験，新任教師の着任，その他の学校行事への参加。2）

学校の財産にっき，また，共同体金庫と並んで学校金庫があるところではそれを，教会管理

人　（Kirchenvorsteher）が教会財産を管理するのと同じ仕方で，学校ハトロンの監督の

もとで，管理すること。3）学校パトロンの関与のもとで，学校を裁判その他法的事件にお

いて代表すること」ということになっている。ここで，パトロンは，主として学校の「外的

事項」に関する在地の管理機関たる「学校理事会」で主導的な地位を占めている。ちなみに，

学校の「内的事項　（daS　Imere，教授，教授法，教授言十画の遵守）および教師の服務監督

は，地方視学としての牧師の義務」である（第33条）。パトロンは，学校理事会の構成員と

ともに，学校経費の捻出，住民の就学督励，学校外での生徒の監視，視学としての牧師が学

校を巡回するに際しての便宜の提供などにかかわるのである。また，学校の儀式，行事に参

列するなど，ある種の名誉権的なものも規定されている。

　次に，第1V部は「初等学校の維持」についてである。第38条は「特別な基金および給付」

と題し，「初等学校およびその教師の維持が特別な基金　（Stiftung）に基いている場合，

あるいは，一個人または団体が特別な法原因により初等学校にある種の給付をすることが義

務づけられている場合，以後もそのあり方が踏襲される」とし，以前の慣行がそのまま継統

されるべきことを定めている。また，そうした特月一」の基金・給付がない一般的な学校の設立

・維持については第44条が「学校の建築および補修に際しては，校区のグーヘルは協定およ

び慣行が他のことを規定していない限りにおいて，建築に必要な木材を無償で提供し，建物

の火災保険のために，それが木材としての価値を同時に含んでいる場合には，適当なきよ出

をおこなう義務をもつ。もし，木材が建築場所から3マイル以内になく，また，石造り建築

のために使用できない時は，相当する貨幣を支払わねばならない」とし，負担における特別

の義務を規定している。

　ここで，先ず指摘しうることは，「通貝聰」にくらべ学校パトロナートの内実がより明瞭に

なっていることである。ハトロンは，今や，教師の任命権，学校の外的事項の管理における

優越権，名誉権の他，学校の設立・維持にっいてある種の特別な義務をもつものとして，国

家法の中に規定されたのである。これは，国家法の規定領域の拡大という基本的傾向と符合

する。

n　教会パトロナート

　次に，よく引用される教会法史の概説書により「教会パトロナート」の概念を明らかにし

ておこう。Pau1Schoenによれば，バトロナートとは，「特別な権原　（Rechtsgmnd）に

基づき，」人の自然人または法人に属し，教会，教会ゲマインデ，教会の職位に関する権利

義務の総体であり」，｛刊また，Georg　Amdtによると，それは「教会統治およびゲマインデ

の自然の生活営為　（Lebens加sserung）を制限する諸権限の総体であり，歴史的発展の中

にその発生と基礎づけを見出す，教会法上の独特の慣行　（Einrichtung）であり＝剛，「パト

ロナ」トの在り様　（Patronatsstenung）は，それぞれ個別的な権原に基づく個々の権利

義務の厳密な検討によって明らかにされる」｛剖ということになる。こうした一般的な概念規

定はカトリックにおいても同様である。Pau1Hinschinsはそれを「特別な権原に基づき，



山　　本　　久　　雄

教会または教会の職位に関し，ヒェラルビーにおけるその地位とは無関係に，一個人に属す

る権利義務の総体」㈹としている。このパトロナートに含まれる権能としては，先ず「提案

権」　（Pr直sentationsrecht），すなわち，個別教会の聖職者任命に際して，任命権者に特定

人物を事実上の拘束力をもって候補者として提案・推挙する権能があげられている。宗教改

革前より，司祭の任命権は司教　（Bischop）の手にあったが，それはハトロンの提案権に

より事実上大きく制約されていた。また，宗教改革以後も，地方監督　（Superintendent），

ゲマインデ（教会員）の牧師任命権はかようなハトロンの権限に大きく影響されていた。も

ちろん，この権能も，個別教会の設立の由来，その後の宗教運動の影響，時代によって一様

ではない。地域によっては，ゲマインデに，かような提案に対する異議中立権を認めるとこ

ろもあり，また，パトロンに一つの職位について複数の候補者を任命権者に提案させ，任命

権者の裁量の余地を広げようとするところもある。＝ll〕「ブロイセンー般国法」（ALR，1794

年）第2部第11章324条以下では，パトロナートの存在を前提とした上で全ゲマインデに異

議申立権を留保し，推挙された候補者が全教会員の3分の2の反対をうけ，しかもその反対

が不当な教唆煽動によるものではないと判明した時，彼は牧師職にはつけないとしている。

かように，地域的，時期的に多様な変種はあるが，パトロナートに含まれる権能の一つとし

て，教会聖職者の人事に関する事実」二の優越権があげられる。

　次に，教会財産の管理に関する優越的な権能がある。パトロンは，通常，教会財産の売却

その他の措置，教会ゲマインデの年次収支計画，教会の改築・修繕についての事前の承認，

教会金庫の管理状況の監督，教会ゲマインデの年次収支決算の検閲，教会財産目録の閲覧等

の権利をもつこととされている。さらに，これに関連して，主として財産管理にあずかる合

議体の運営機関が教会に付設される時，パトロンはその構成員となり，その中で，他の構成

員を選定したり，会議の司会をつとめたりするなどの特権をもつ。また，自らが構成員とな

っていない場合には，少なくとも，その議決に対する同意権が与えられており，ALRはす

べてのパトロンに，当該教会の財産管理に関する重要事項すべてについての認可権を与えて

いる。これらも地域，時期により多様である。以上のうち一部のみをもつパトロンもあれば

殆んどすべてに関与する者もある。のちにふれる，教会の設立維持にかかわるパトロンの負

担のあり方とも関係して，そのあり方は多様である。しかし，いずれに世よ，とりわけ財産

管理についてはパトロンに優先的な地位が与えられていることは確かである。

　さらに，パトロンにはある種の名誉権ともいうべき権能が与えられている。これについて

も，そのあり方は多様で，例えば，教会での特別の椅子・場所の要求権，祈りにおけるハト

ロンおよびその家族のための代願のいのり　（F故bitte，死者・生者のために聖母や聖人に

取り継ぎを求めること）の要求権，教会敷地内での埋葬，または墓地における優越的な場所

の要求権，ハトロンまたはその家族の死去に際しての悲しみの鐘　（Trauerg1直ut）の要求

権、教会における記念碑建立およびそれへの名前の刻印の要求権等々があげられる阯

　これらの権能とともに，パトロンには種々の義務が課せられている。その中心はいわゆる

建築義務，すなわち，教会にかかわる建造物およびその内部設備の新築・改築・増築・増設

・補修に際し，パトロンとしての立場で特別にきよ出する義務である。この義務の対象とな

る建造物には，礼拝堂，牧師館，キュスター館の他，学校も含まれ，また，それら建造物の

不可欠の構成都分　　例えは，聖歌隊席，祭壇，鐘，説教壇，洗礼盤なども含まれること

になっている。さらに，「特別なきよ出」も，貨幣または現物一例えば材木などで，」定
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割合ないし一定量おこなわれることになっている。このあり方も多様である。

　このように，教会パトロナートとは，概して，教会が機能し，運営されていくに際して，

その教理の解釈，儀式の執行，礼拝，説教，宣教，それらを行う聖職者の服務監督といった

事項（いわゆる内的事項）をのぞいた部分，すなわち，人事および維持運営のための物的配

慮についての権利義務だということができる。

　次に，上記の「特別な権原に基づき」という点を説明しておこう。元来，パトロナートは

その起源を先ず，初期キリスト教にもっている。オリエントでは，5・6世紀のキリスト教

徒の君主は，その立法で，教会およびその関連施設の設立者やその跡目相続人に，それに供

された財産の管理について基本的な影響力を認め，当該教会に任用されるべき聖職者の提案

権を留保していた。また，設立者の名誉権もそこで言及されている。西洋でも，設立者の同

様な権利が，ガリア教会に関しては5世紀，スペイン教会に関しては7世紀にすでに認めら

れる。これらの権能は，先ず，いずれも，皇帝より個別教会の設立者に，教会への功績に対

する感謝の行為として与えられる特典であり，財産上の消費に対する代償と観念されていた。

それに対し，ゲルマン社会で支配的な法観念は私有教会　（Eigenkirche）の観念，すなわ

ち，自分が所有する土地に宗教施設を設立する者は，それについて，譲渡，売却，相続が可

能な所有権をもつという観念である。この私有教会制の起源は，すでにゲルマンの家父司祭

制　（Hauspriestertum）に求めることができるが，周知のごとく，ゲルマン種族定住のの

ち，それは私有堂宇制　（Eigentempelwesen）となって存続していった。キリスト教の浸

透以後も，大部分の農場には付属礼拝堂　（Hauskape11e）が建てられた。その際，その聖

職老は，領主の家族の他，領内および近隣の他の信者に対しても司牧の活動をした。この場

合，その礼拝堂はグルンドヘルの私有物であり，その聖職老はグルンドヘルの被傭者であっ

た。＝1欄知のように，ゲルマン社会に伝統的な所有権概念においては，動産，不動産の如き

有体物のみがその対象とされたのではなく，無体物，すなわち，それら有体物にかかわる用

益権，収益権の他，それら，とりわけ土地に対する支配と構成的に結合し，経済外的強制の

体系を形成している個々の権利もその所有権概念に含まれていた。蝸従って，教会の土地・

建物とともに，それらに機能的に結びついている聖職者は，グルンドヘルが自由に処理し，

管理できるものと観念されていた。聖職者の任命権，教会にかかる財産の管理権は，それに

ついての所有権の一都を構成するもの，あるいは，所有権より導き出されるものと見なされ

ていたのである。この場合，さきの権原，即ち，権限の根拠は「所有」ということになる。

　こうした思想は，ローマを中心とした確固たるヒェラルビーをもち，漸次強固となりつつ

あった「普遍教会」の思想，すなわち，個々の地方教会に対してローマ中央教会の権威と地

位を重視し，それを中核として全教会を統合統轄しようとする思想と対立する。いわゆる「叙

任権闘争」は，最大の私有教会領主としての世俗君主と，権威の源泉にして教会ヒコ・ラルヒー

の頂点たる教皇との間の，高位聖職者の任命権をめぐる争いであったが，教皇優位のうちに

締結されたヴオルムス協定（1122年）以後，下級教会についても俗人教会主の権利を否定す

る動きがおこる。早くも，1123年および1139年のラテン公会議では，下級聖職者の叙任も司

教によって行われるべく，俗人による教会所有は全面的に否認されるべきことが決議されて

いる。以後，しばらく，「普遍教会」は個別教会でのパトロナートを事実上認めざるを得な

かったとしても，それは寄進に対する感謝の念からの代償とみなし，もともとは教皇に淵源

する「教権付属の権利」　（ius　spilitua1i　amexum）とし，順次カノン法に位置づけ，教会
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裁判権に服せしめようとした。㈹かくて，カトリックの側では，ハトロンの権能は所有権概

念から導き出されるのではなく，教会によって，教会の設立者およびその子孫に，その功績

への報酬として与えられた一つの特権とみなされることとなったのである。閥

　ところで，やや講学的な分類をすれば，パトロナートには，如上の権原に対応して，一つ

の不動産（とりわけ土地）に付随しているパトロナートか，一個人ないし一家族，あるいは

一法人一団体に付随しているバトロナートかによって「物的バトロナート」　（ding1iches

PatrOnat，iuspatrOnatusrea1e）および「人的パトロナート」　（persδn玉ichesPatronat，ius

patrOnatus　persona1e）に分けることができる。前者は，通常，それが付随している不動産

の売却，譲渡，相続とともに新たな所有者のもとに移るが，それは彼自身に帰属することに

なるのではなく，従って，「人的パトロナート」に転化するのではなく，その不動産に関す

る所有権を構成する一権能のまま，その担い手が変化するだけと観念されるのである。ただ

し，その際，種々の特例がある。通常，ヴェストファーレン条約（1648年）以後，そこで公

認された宗派（カトリック，ルター派，カルヴァン派）の所属員であれば，プロテスタント

がカトリック教会のパトロナートを，また，カトリックがプロテスタント教会のパトロナー

トをそれぞれ所有し，行便することができる，という慣行が成立したとされるが㈹，敢えて，

新旧のパトロンが同一宗派であるべきだとされている場合もある。ALRによると，パトロ

ナートから除外されている人物　　非キリスト教徒，とりわけユダヤ教徒，異教徒

が，パトロナートが付着している不動産を入手した時，彼は権能としてのパトロナートは行

使しえないが，それに関する義務を果すため，きょ出と給付を行わねばならないということ

になっている。このように，異宗派パトロン間の所有権の移動の場合，パトロナートの処置

の仕方は一様ではない。いずれも，カトリックの側から見れば，かようにバトロナートを私

的所有の観念から導き出す仕方は，「すでに古きに克服された観念の最後ののこりであり，

カノン法がいまだに除去できないでいるもの」＝1司ということになる。一方，「人的パトロナー

ト」は，最初の獲得者の「善行」（教会および関連施設の設立・維持のための負担に対する

代価ないし報酬）といった，個人的な獲得根拠に基づいて付与されたもの，と観念されるパ

トロナートである。その人物に専一的なものである場合もあり，子孫に相続される場合もあ

り，また，当初より「家門」　（HauS）に付与されるパトロナートもある。こちらも，バ

トロナートの移動が現実に問題とされる時，それらを考察する一つの視角ともいいうるもの

なのである。

　ところで，上掲のAmdtによる概念規定でも明らかなように，以上のような説明には「概

して」という限定旬をつけなければならない。同時代でも，パトロナートの現実のあり方は，

地域ごとに，また，個別教会ごとに異なっていたのである。先ず，以上のような内実をもつ

パトロナートは，ランデスヘルの法，カノン法の及びえない「慣行」として区々に成立し，

それがしだいに「権利義務」としてそれらの中に取り込まれてきたものである。従・つて，個

別教会におけるその「慣行」は，その教会の設立の由来，領主と農民との関係，ゲマインデ

の地理的経済的条件等によって元来多様なものであった。そして，とりわけエルベ以東で支

配的であった，いわゆる「グーツヘルシャフト」は，いわば「国家の中の小国家」であり，

そこでは自生的な権力関係が温存されていた。その内部関係を規律する規範は，当然のこと

ながら国家によって一元的に定立されるのではなく，それぞれの地域で，領主制の成立の態

様，農業経営の方法，住民の気風や性格，文化の段階に応じて，別個にっくられていた。の
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ちに，ランデスヘルの法やカノン法によって，教会に関する「権利義務の総体」と定式化さ

れることになるパトロナートの実体は，先ず，こうした事情を反映して地域ごとに多様な様

相を呈していたものと思われる。18世紀末，近代的統一国家形成の一環として着手された統

一法典制定の試みに際しても，グーツヘルシャフト，レーン関係，家族法的諸関係などが当

初より一般法典から除外され，それぞれの制定法・慣習法に委ねられていた。ALRは一般

原貝■jを定めるのみであって，パトロナートの実態がそれで規定しつくされている訳ではない。

　さらに，ランデスヘルの法が地域ごと宗派ごとに別々に発せられ，また，カノン法がやは

りその地域的特殊性を許容していたという事情がある。周知のように，プロイセン国家は，

歴史的由来，地理的・経済的・気候的・文化的条件が異なり，それぞれ固有の法状態にあっ

た別々のテリトリウムによって構成されていた。従って，あるテリトリウムをプロイセン国

家に編入しようとするに際し，先ずそれぞれの特殊性を容認し，漸次，統一的一元的に規制

する部分を拡大し，近代国家としての統一性を実現していかざるを得なかった。また，カノ

ン法も，とりわけ個別教会の設立・維持に関する，いわゆる「外的事項」に関しては，各テ

リトリウムの伝統を許容していた。ここから，パトロナートは，ランデスヘルの法あるいは

カノン法によって規定されていたとしても，地域ごとに異なるという状況にあったのである。

18世紀末のALR制定は，この法の封建的分裂を克服して統一的な法を定立し，諸種の法を

総括して一元的な国家法規範に高め，固定化することによって，法の安定性・確実性を保障

しようとする初めての試みであったが，編纂は諸身分や諸団体の既得権の擁護を大前提とし

て出発し，従って，この法典の発布をもってしても法の分裂を克服することはできなかった。

国家制定法と伝統的身分社会の法の対立，異なった内容の地方法の併存，多様・個別的な下

位法としての優位，これこそ｝8世紀プロイセンの法状態の基本指標であり，㈹パトロナート

の多様性を支える背景であった。

　以」二のことから，パトロナートとは，元来，教会の設立者に付与される，その教会の運営

に関するある種の権能と責務のことであったが，これが学校に類推されて「学校バトロナー

ト」を形成するが，次にその類推を成り立たしめている，教会と学校との結びつきについて

ふれておこう。

㎜　教会と学校

　中世以来，意図的討画的な教育の場としての学校は，主として教会によって組織だてられ

てきた。教会は関連の宗教施設に学校を付設し　（Domschu1e，Klosterschule），専ら聖職

者を養成した。その学校は，従って，教会と不離一体であり，宗教施設そのものであった。

その生徒はすべて聖職志願であり，そこでの教育内容の決定，教師の任免，財政的配慮，監

督はすべて教会の手中にあった。やがて，都市生活の隆盛とともに，聖職志望でない者もそ

れら教会の学校に入学し，また，都市当局自身が学校を設立し維持するという事態が現出す

るに至る。しかし，一般に，学校といえば教会の付属施設であり，その管理運営は主として

教会が行っていたのである。

　宗教改革を経ても，この学校の性格およびそれに対する教会の地位は事実上しばらく変わ

っていない。先ず，新しい教会は「万人司祭諭」の立場から，各人に教理の基本を理解する

ことを求め，そのため，問答形式で教理の基本をわかりゃすく説くカテキズムを用意すると



山　　本　　久　　雄

ともに，啓示の唯一の源泉としてのバイブルを，民衆が直接読むことをすすめた。教会は，

さしあたり学校という形態をとらず，とりわけ農村で，教会の要求にふさわしい民衆の読み

方教授のための配慮をしだした。キュスターによるカテキズム教授　（Katechese）である。

この時期のランデスヘルの教会法は，週に一回程度，下級聖職者としてのキュスターに，こ

どもへのバイブル，カテキズム，讃美歌集の読み方の教授を義務づけた。さらに，日々，書

き方，計算も合わせ，より組織的な教授をすることが期待されるようになり，このころ，キ

ュスターの教授施設に「学校」の名がつけられ　（K首sterschu1e），キュスター自身が

「Schulmeister」とも呼ばれるようになった。これは，のちに農村での民衆学校

（Vo1ksschu1e）に発展していくのであるが，この段階では全く教会的性格をもち，その活

動に携るものも下級聖職老，従ってその監督も，形式上は国家行政組織に組み込まれていた

としても，実際土は聖職者　（Superintendent，Inspktor）によって行われ，彼らは，より

高い職位の聖職者に服従していたのである。このように，福音主義ドイツ諸邦においては，

教会と学校との関係は，かつてのようなカノン法によって律せられることはなくなり，ラン

デスヘルないし，都市当局の法によって規定されるようになったが，双方の緊密な関係には，

大した変化はなく，また，事実上，教育・学校に関する規程は，いずれも教会法の中に含ま

れ，教会の機能および内部的諸関係を律する一環に位置づけられていたのである。

　カトリック領邦にも同様の傾向が見られる。即ち，先ず，カトリックの失地回復を志向す

るイエズス会が，福音派に倣って民衆教育の組織化を主張し，同会のドイツ管区長Petrus

Canisiusが民衆教育用のカテキズムを編む。そして，カトリック諸侯は，その領内での民

衆教育振興のための規程を発するという図式である。しかし，福音主義のそれがPietismus

などの，教会内部の運動に支えられて実効性をもったのに対し，カトリックのそれは実行さ

れる度合が低く，いずれも実効性はなく㈱，本格的なカトリック民衆学校の組織化は，のち

に触れる18世紀中葉のSchlesienをもって鵯矢とするのである。

　こうした事情に，やや異なった様相があらわれたのは，17世紀中葉以降である。長い戦乱

ののち，ランデスヘルは民衆学校の設置への努力を再開するのであるが，先ず，その背景で

は，民衆教育を単に教会的な観点からのみ捉えるのではなく，国家のあり方との関連でその

固有の意義を認め，そのための配慮を国家の課題とみなす観念がしだいにつよくなってい

た㈱，民衆学校は，以前の教会の教育機関たるの性格を失うことなく，今や都市や農村に

在住するこどもに，将来の市民や農民としての，生活に不可欠な知識を伝えるという課題を

もつにいたった。かようなランデスヘルの側からの教育の固有性への着目は，先ず，学校関

係事項を独立の学校法令　（Schulordmng）で定めるという点にあらわれる。17世紀中葉

より，ドイツ諸領では，独立の学校法令が多数族生するが，そこには新たな学校を組織化し

ようとするものの他，以前，教会法に含まれていた教育関係事項をそのまま学校法令の名を

冠して再公布したものもある。㈱いずれにせよ，ランデスヘルが教育の固有性を認識したこ

とは，法令の発布形式の変化となってあらわれた。そして，それにより，国家権力を背景に

親に就学義務を課し，学校の活動内容や内部編制，経費の負担関係，監督等が決められ，さ

らに，教育行政担当の行政部門が宗務担当部門とは別につくられ，国家の行政組織中に学校

監督を職務とする部門がつくられることになった。AL　Rは，「学校および大学は，国家の

施設である」（n，12，§三）とし，また，「その施設は国家の承認と認可でのみ作られるべ

し」（§2），「すべて公的な学校と教育施設は，国家の監督を受け，国家の検査と巡察に随
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時服さねばならない」（§9）と規定し，国家の施設である旨の宣言をしている。ここに至

って民衆学校は，形式上，教会から機構的に分離され，国家の施設となった。

　しかし，かような民衆学校教育の国家による規制および，それによる国家施設たるの宣明

にもかかわらず，民衆学校と教会との機能上の関係が断ち切れた訳ではない。先ず，19世紀

にいたるまでは，民衆学校が宗派別につくられ，原則的に同一宗派の教師と生徒が一つの学

校を構成していたという事情があげられる。19世紀になって，一都，宗派合同学校

（Simu玉tanschu1e）がつくられたが，これは，多宗派住民の混在という事態に対する特例で

ある。この，民衆学校の宗派別編制という原則は，実に第二次世界大戦後の西ドイツまで尾

をひいていた。このような編成のもとで，機能的にも学校は教会と深いかかわりをもってい

た。先ず，民衆学校には，「宗教」　（Religionsunterricht）が主要科目とされ，そこでは宗

派ごとにカテキズムをはじめとする各種の教材が用いられ，また，教科としての「宗教」以

外の場面でも，教材として宗教関係教材が用いられ，また，授業のはじめやおわりに「祈り」

がおこなわれ，随所で讃美歌が唱われた。ところで，一般に，義務教育学校の目的ないし，

そこでの教育の質を検討する場合，「義務」の内実，あるいは，「義務」解除の要件に注目す

ることは一つの有効な手がかりとなるであろうが，1642年のゴーダ教育令，王734年のプロイ

センの「改正規程」，1763年の「一般地方学事通則」等で明らかな如く，一般にこの期の「義

務」の内実は，」人前の教会員としての知識・態度の修得，すなわち「堅信（振）礼」をう

け，そこで吟味されるキリスト者としての知識・態度の修得であり，具体的には，教会関係

者によるその吟味に合格することが義務解除の要件であった。この点，1765年のカトリック

　シュレジエンの規程も同じである。このように，義務の内実ないし解除の要件を教会員と

しての成熟に求めているとすれば，その学校教育の目的は，第一義的に教会的なものであり，

「宗教」はまさにその中心科目であり，学校の存在意義に直接かかわっていたことになる。

　さらに，「自伝」を分析することにより，19世紀前半の宗教教育の実状を明らかにしよう

としたPaul－Gerhard　Westphalの著作には，この期の民衆学校，とりわけ農村のそれが組

織的に教会固有の活動に参与し，各種の教会儀式，礼拝等にかかわって，教会の運営に一定

の役割を果した例が数多く紹介されている。㈱また，17世紀中葉に，プロイセンに学校教師

養成機関が出現し，Schulmeisterなる名称が出現したとしても，そこの卒業生，すなわち

学校教師のための体系的な準備教育を受け，その力量をもった者の数は，全体としては極め

てわずかである。大多数の学校においては，Schu1meisterなる名称をもったとしても学校

教育に携わる人間は，何らそのための特別の準備教育を受けた訳ではなく，副収入を得るた

めの生業に就きつつ，教会の下級聖職者としての仕事もしていたのである。上記「自伝」に

よると，とりわけ農村では，学校教師は，一名称はどうであれ　　事実上，かつてのキ

ュスターのように，教会の下働き的な職務（鐘つき，朝夕の礼拝堂のドアの開閉，掲示，ロー

ソクの取り換え，清掃，祭壇の調整，洗礼の補助，洗礼登録簿への名前の記入，墓地の管理

等）をおこなっていたという。㈱また，その「教師」による「教授」は，例えばカテキムズ

については，説明・解釈など殆んどおこなわず，専ら，F．パウルゼンの表現にしたがえば，

「暗語すべき問いへの暗語すべき答えのくりかえし」　（auswendig　zu1emende　Antworten

auf　auswendig　zu1ernende　Fragen）という定式でおこなわれていた。また，他の授業も大

部分テキストのvorsprechen（教師が読む）　　nachsprechen（生徒がそれに続いて読む）

一auSWendig1emen（それをくりかえして暗語する）という流れで展開していた鯛。
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すなわち，「学校教師」なる名称があっても，その実態は，下級聖職老そのものといいうる

のである。

　監督　（Schulaufsicht）においても，教会と学校との事実上の一体性が存在していた。

たとえば，「一般地方学事通則」はその第24条において「学校教師は，学校の事柄に関して

その他一切，直属する説教師の助言と勧告に従わねばなら」ず，「もし，ある学校教師がそ

の義務を怠り，教職者たるの使命と本通則に照らして怠慢が認められる場合，牧師

（Pastor）はかかる学校教師に対し，その義務と責任について厳重に，但し，穏やかにいく

たびか注意をしなければならない。そして，もしその学校教師が改俊しない場合，裁判所

（Gerichts－0brigkeit）のあるところでは，匡正のため，それを裁判所に報告し，同時に

関係の地方監督　（Superintendent），監督　（Inspector），監督教区長　（Praepositus）

または首席牧師　（Erz－Pr1ester）にも直ちにその旨を報告せねばならない。これら地方監

督，監督，監督教区長，あるいは首席牧師は重ねて改俊を促し，それも効果なき時，停職か

免職かについての参考意見を添えて，宗務局にこの者の厳重処分を申請せねばならない」と

している。また，25条では，説教師が定期的に担当教区内の学校を視察し，授業を参観する

他，自ら生徒に質問して，授業の到達状況を調査し，改めるべき点にっき指示し，また，毎

日教師を集めて，学校で教えられるべきことについて指示するよう定めている。また，26条

は，地方監督，監督，監督教区長，首席牧師に，それぞれの視察管区　（Inspection）内の

すべての学校を自ら視察し，「両親あるいは後見人が，そのこどもまたは後見を委ねられた

児童を規則正しく就学せしめているかどうか，説教師が学校視察ならびに学校教師の指導監

督に関する上記の諸規定を遵守し，義務を忠実に履行しているかどうか，その他注意・改善

すべき事柄の有無」を調査し，それを高等宗務局に報告すべきことが定められている。

　こうした事情は，カトリック地域においても同様である。シュレジエンは，七年戦争によ

ってプロイセン王国の版図に組み込まれ，住民の大多数がカトリックであったが，それらカ

トリック地域に向けて発せられた「Das　Kδnig1ich　Preussische　Gereral－Landschu1－Reg1e－

ment揃r　die　Rむmisch－katho1ischen三n　St葛dten　und　Ddrfem　des　sourer身nen　Herzogtums

Schiesien　und　der　Grafschaft　Glatz」（1765年）においても同様である。即ち，学校の管理

　運営・監督にかかる聖職者の活動は，国の機関であるKriegs－md　Dom註nenkammerの

監視下においておこなわれ，定期的にそれに学校事情の報告がなされなければならない（§

71）とされながらも，そこでの民衆学校も，キリスト教教育　（christ1iche　Lehre）が中心

であり，司祭が学校の管理　（Verwa玉turg）をおこない，教父　（Kirchenvater）と協力

して，学校の経費についての配慮をする。そして，司祭あるいは助任司祭　（Kap1an）が，

その教区の学校を巡察する（§45）。さらに，祭司長　（Erzpriester）は，謝肉祭の頃，自

らその管区の学校を巡察する（§52）。また，一一定管区の学校視察者には聖職者が任命され

る必要がある（§62）などと規定されている。やはり学校は、教会の聖職者によって監督さ

れ，そのビニ・ラルヒーに組みこまれているのである。もっとも，ここでは，専任視学制度の

構想が見られる。即ち，プロテスタント学校においては，」般宗務上の監督機構がそのまま

学校に適用されているのに対し，ここでは専任の視学　（Schu1－Inspector）なるものが構

想され，それには「聖職者で，学校教育について特別の知識，またシュレジエンの学校に好

んで用いられている教授方法についての知識をもっているか，あるいはよく教育のおこなわ

れている学校でそれを身につける意志のある者，そして，その改善に興味と熱意をもつ者の
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ら選ばれねばならない」（§62）とされている。しかし，それは，先ず「聖職者」であり，

機構的に教会のヒェラルビーに組み込まれた者である点に留意せねばならない。従って，そ

れは後の機構上教会組織からは独立の官職で教育専門職的力量をそなえた視学の前身たるの

意味をもつが，決してそれ以上ではない。閑

　以上で明らかなように，カトリック学校においても，名目上の監督権限は国家にあるとさ

れ，従って，学校に対する教会の作用は国家よワの委託によるものとされているが，事実上，

教会は学校に大きくかかわり，それと機能的に結びついていたのである。

　こうした事情により，教師も生徒も，地域住民も，そして，教会の聖職者も，行政当局も，

教会と民衆学校との機能的なつながりを強く意識し，民衆教育の組織化に際しても「学校パ

トロナート」なる概念が設立されたものと思われる。

　ところで，上掲のAmdtの概念規定から明らかなように，パトロナートとは，ランデス

ヘルおよび司教の「教会統治とゲマインデ（すなわち，個々の俗人教会員全休）の自然的生

活営為を制限する権利義務の総体」であった。それが主として，いわゆる「外的事項」に関

するものであったとしても，その担い手は，いわば中間権力であり，パトロナートの存立自

体が，教会行政における中間権力の存在という事態のあらわれである。ここにはプロイセン

的な近代化，すなわち，統治領域の禰異による中央集権化と地方的自律的権力の同時存在と

いう現象がふかく影を落しているのであって，学校パトロナートの存在は，こうした二元主

義を背景としているのである。その間の事情については稿を改めて論じる。
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